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○
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
一
号
）

※
平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日
公
布

※
新
旧
は
「
車
両
運
行
中
の
運
行
管
理
体
制
の
強
化
」
に
関
す
る
部
分
を
抜
粋

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
過
労
防
止
等
）

（
過
労
防
止
等
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
乗
務
員
が
事
業
用
自
動
車
の
運
行
中
疾
病
、

（
新
規
）

疲
労
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
安
全
な
運
転
を
継
続
し
、
又
は
そ
の
補
助
を
継
続

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
乗
務
員
に
対
す
る
必
要

な
指
示
そ
の
他
輸
送
の
安
全
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
行
に
関
す
る
状
況
の
把
握
の
た
め
の
体
制
の
整
備
）

（
新
規
）

第
二
十
一
条
の
二

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
第
二
十
条
、
前
条
第
七
項
そ

の
他
の
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
規
定
に
基
づ
く
措
置
を
適
切
に
講
ず
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
事
業
用
自
動
車
の
運
行
に
関
す
る
状
況
を
適
切
に
把
握
す
る
た

め
の
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
行
管
理
者
の
業
務
）

（
運
行
管
理
者
の
業
務
）

第
四
十
八
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
運
行
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を

第
四
十
八
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
運
行
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

五
の
二

第
二
十
一
条
第
七
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
措
置
を
講
ず
る
こ

（
新
規
）

と
。

六
～
二
十

（
略
）

六
～
二
十

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
運
転
者
）

（
運
転
者
）

第
五
十
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
は
、
次
に
掲

第
五
十
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

三
の
二

疾
病
、
疲
労
、
天
災
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
安
全
な
運
転
を
す
る
こ

三
の
二

疾
病
、
疲
労
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
安
全
な
運
転
を
す
る
こ
と
が
で

と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
旅
客
自
動
車
運
送

き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

事
業
者
に
申
し
出
る
こ
と
。

に
申
し
出
る
こ
と
。

三
の
三

事
業
用
自
動
車
の
運
行
中
疾
病
、
疲
労
、
天
災
そ
の
他
の
理
由
に
よ

（
新
規
）

り
安
全
な
運
転
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
旨
を
当
該
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
申
し
出
る
こ
と
。

四
～
十

（
略
）

四
～
十

（
略
）

２
～

２
～

10

10

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
（
略
）
。

（
経
過
措
置
）

２

（
略
）

※
（
略
）
と
し
た
の
は
、
「
運
輸
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
係
る
義
務
付
け
対
象
拡
大
」
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。


